
ハガキを出すときの注意︕
ハガキを出す前に両⾯をコピーし、出すときは
簡易書留や特定記録などで記録（控え）が残るようにしましょう。
（ハガキのコピーと控えは失くさないよう⼤切に保存しておきましょう。）

█正しく記載された書⾯（申込書⾯または契約書⾯）を受け取ってから
以下の期間中は無条件で解約できます。

█クーリング・オフの通知は、電磁的記録でも可能です。

クーリング･オフ（⼀定期間は無条件で解約できます）
※通信販売はクーリング・オフができません。返品特約（返品のルール）をよく確認しましょう。

※ 書⾯に不備がある場合、正しく記載された書⾯を受け取ったとはいえません。

※ 代表的な例としては、電⼦メールのほか、USBメモリ等の記録媒体により
通知を⾏う場合などが挙げられます。また、FAXを⽤いることも可能です。

クーリング･オフをする時の契約解除通知書 記載例
契約解除通知書

 契約（申込）年⽉⽇ ○○年○⽉○⽇
 販売会社 ○○会社
 担当者名 ○○ ○○
 商品名 ○○○○⼀式
 契約⾦額 ○○○，○○○円

上記の契約を解除いたします。

○○年○⽉○⽇
住所 ○○県○○市○○○○
⽒名 ○○ ○○

訪問販売 電話勧誘販売
特定継続的役務提供 訪問購⼊

連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引


